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報告第７号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２７年１１月３０日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第８号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２７年１０月１９日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 損害賠償額 ２６，６７８円 

２ 相手方 東伯郡琴浦町 個人 

３ 事故の概要 

(１) 事故発生年月日 平成２７年９月７日 

(２) 事故発生場所 倉吉市仲ノ町２７１１番２地先 

(３) 事故状況  市職員が、公務のため、公用車で県道３８号倉吉福本線を仲ノ町から

関金町へ向け走行していたところ、道路に面した駐車場から関金町方面

へ右折進入してきた相手方自動車と接触し、相手方に損害を与えた。 

４ 事故処理方法 示談による処理 
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報告第８号 

 

倉吉市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第８条第１項の規定により、別

添のとおり倉吉市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定したので、同法同条第６項の規定により、

これを本市議会に報告する。 

 

平成２７年１１月３０日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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議案第８６号 

 

倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について 

 

次のとおり倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年１１月３０日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19

条第９号に掲げる特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（市の責務） 

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために

必要な措置を講ずるともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた

施策を実施するものとする。 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 次の表の左欄に掲げる市の機関（法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部

を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。）は、同表の右欄に掲げる事務

の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理する

ために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者

も、同様とする。 

機関 事務 

１ 市長 倉吉市特別医療費助成条例（昭和48年倉吉市条例第42号）に規定する医療費（同条例第

３条に規定する医療費をいう。以下同じ。）の助成（同条例別表第１号から第３号まで

及び第７号から第９号までに掲げる者に係るものに限る。以下「障がい者特別医療費助

成」という。）に関する事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成（同条例別表第４号に掲げる者に係

るものに限る。以下「特定疾病特別医療費助成」という。）に関する事務であって規則

で定めるもの 

３ 市長 倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成（同条例別表第５号に掲げる者に係

るものに限る。以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。）に関する事務であって

規則で定めるもの 

４ 市長 倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成（同条例別表第６号に掲げる者に係

るものに限る。以下「小児特別医療費助成」という。）に関する事務であって規則で定

めるもの 

５ 市長 倉吉市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年倉吉市条例第31号）に規定する小

集落改良住宅（同条例第２条第２号に規定する小集落改良住宅をいう。以下同じ。）の

管理に関する事務であって規則で定めるもの 

６ 市長 倉吉市営住宅の設置及び管理に関する条例に規定する市単独住宅（同条例第２条第３号

に規定する市単独住宅をいう。以下同じ。）の管理に関する事務であって規則で定める

もの 
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７ 市長 倉吉市都市再生住宅条例（平成18年倉吉市条例第29号）に規定する都市再生住宅（同条

例第２条第２号に規定する都市再生住宅をいう。以下同じ。）の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

２ 市の機関（法別表第２の第１欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。）は、当該機関が法別

表第１の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定による住民基本台帳

事務（以下単に「住民基本台帳事務」という。）の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに

記載し、又は記録された法別表第２の第４欄に掲げる特定個人情報を、同表の第２欄に掲げる事務

を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することがで

きる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務

実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

３ 次の表の第１欄に掲げる市の機関は、同表の第３欄に掲げる保有事務の処理に関して保有する特

定個人情報ファイルに記載し、又は記録された同表の第２欄に掲げる特定個人情報を、同表の第４

欄に掲げる利用事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号

を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他

の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りで

ない。 

機関 特定個人情報 保有事務 利用事務 

１ 市長 住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民基本台帳事務 障がい者特別医

療費助成に関す

る事務であって

規則で定めるも

の 

 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

地方税法（昭和25年法律第226号）その他の地方税

に関する法律及びこれらの法律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯

則事件の調査を含む。）に関する事務（以下「地方

税関係事務」という。） 

 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護の

決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要

する費用の返還並びに徴収金の徴収に関する事務

（以下「生活保護関係事務」という。） 

 中国残留邦人等支

援給付等関係情報

であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第30号）による支

援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務（以

下「中国残留邦人等支援給付等関係事務」という。）

 障害者自立支援給

付関係情報であっ

て規則で定めるも

の 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号）による自立

支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関

する事務 

２ 市長 住民票関係情報で住民基本台帳事務 特定疾病特別医
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あって規則で定め

るもの 

療費助成に関す

る事務であって

規則で定めるも

の 

 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

地方税関係事務 

 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

生活保護関係事務 

 中国残留邦人等支

援給付等関係情報

であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係事務 

３ 市長 住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民基本台帳事務 ひとり親家庭特

別医療費助成に

関する事務であ

って規則で定め

るもの 

 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

地方税関係事務 

 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

生活保護関係事務 

 中国残留邦人等支

援給付等関係情報

であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係事務 

 児童扶養手当関係

情報であって規則

で定めるもの 

児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児

童扶養手当の支給に関する事務 

４ 市長 住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民基本台帳事務 小児特別医療費

助成に関する事

務であって規則

で定めるもの  生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

生活保護関係事務 

 中国残留邦人等支

援給付等関係情報

であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係事務 

５ 市長 住民票関係情報で住民基本台帳事務 倉吉市営住宅の
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あって規則で定め

るもの 

設置及び管理に

関する条例によ

る小集落改良住

宅の管理に関す

る事務であって

規則で定めるも

の 

 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

地方税法関係事務 

６ 市長 住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民基本台帳事務 倉吉市営住宅の

設置及び管理に

関する条例によ

る市単独住宅の

管理に関する事

務であって規則

で定めるもの 

 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

地方税法関係事務 

 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

生活保護関係事務 

７ 市長 住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民基本台帳事務 倉吉市都市再生

住宅条例による

都市再生住宅の

管理に関する事

務であって規則

で定めるもの 

 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

地方税法関係事務 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の

規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、

当該書面の提出があったものとみなす。 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第19条第９号に掲げる特定個人情報の提供は、次の表の第１欄に掲げる市の照会機関（法

令の規定により同表の第２欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合

にあっては、その者を含む。）が、同表の第３欄に掲げる市の提供機関（法令の規定により同表の

第４欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされてい

る者がある場合にあっては、その者を含む。）に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる

提供機関が当該特定個人情報を提供するものとする。ただし、法の規定により、情報提供ネットワ

ークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けること

ができる場合は、この限りでない。 

照会機関 事務 提供機関 特定個人情報 

１ 市長 生活保護関係事務であって規則

で定めるもの 

教育委員会 学校保健安全法（昭和33年法律第56号）

による医療に要する費用についての援

助に関する情報（以下「要保護者等援助
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関係情報」という。）であって規則で定

めるもの 

２ 教育委

員会 

学校保健安全法による医療に要

する費用についての援助に関す

る事務であって規則で定めるも

の 

市長 住民票関係情報であって規則で定める

もの 

３ 市長 中国残留邦人等支援給付等関係

事務であって規則で定めるもの

教育委員会 要保護者等援助関係情報であって規則

で定めるもの 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規

定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当

該書面の提出があったものとみなす。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、第４条第２項ただし書及び同条第３項た

だし書並びに第５条第１項ただし書の規定は、法附則第１条第５号に規定する政令で定める日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 市の機関は、この条例（前項ただし書の規定については、当該ただし書の規定）の施行の日前に

おいても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。 
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議案第８７号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

次のとおり行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年１１月３０日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

10



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 

（倉吉市税条例の一部改正） 

第１条 倉吉市税条例（昭和29年倉吉市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移動号」という。）に対

応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移動後号」という。）

が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合に

は、当該移動後号（以下この条において「追加号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下この条に

おいて「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第39条の２ 略 第39条の２ 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要がある

と認める場合においては、新たに第24条第１項第

３号又は第４号の者に該当することとなった者

に、当該該当することとなった日から30日以内に、

その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項

に規定する法人番号をいう。以下同じ。）、当該

市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当

該該当することとなった日その他必要な事項を申

告させることができる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要がある

と認める場合においては、新たに第24条第１項第

３号又は第４号の者に該当することとなった者

に、当該該当することとなった日から30日以内に、

その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

事業所又は寮等の所在、当該該当することとなっ

た日その他必要な事項を申告させることができ

る。 

  

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第54条 略 第54条 略 

２ 前項の規定によって、市民税の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに次に掲げる事項

（個人の場合にあっては、第２号に掲げる事項を

除く。）を記載した申請書に減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定によって、市民税の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに左に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

(１) 納税義務者の氏名又は名称及び住所若しく

は居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

個人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又

は法人番号 

 

(２) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割

額の算定期間、納期限及び税額 

 

(３) 減免を受けようとする事由 (１) 減免を受けようとする事由 

３及び４ 略 ３及び４ 略 
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（施行規則第15条の３第２項の規定による補正の

方法の申出） 

（施行規則第15条の３第２項の規定による補正の

方法の申出） 

第63条の２ 施行規則第15条の３第２項の規定によ

る補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有

者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。 

第63条の２ 施行規則第15条の３第２項の規定によ

る補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有

者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 代表者の住所及び氏名 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（法第352条の２第５項及び第６項の規定による

固定資産税額の按
あん

分の申出） 

（法第352条の２第５項及び第６項の規定による

固定資産税額の按分の申出） 

第63条の３ 法第352条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当

しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、

同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎

年１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

第63条の３ 法第352条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当

しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、

同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎

年１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称。次項

において同じ。） 

(１) 代表者の住所及び氏名 

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略 

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共用

土地（以下この項及び次項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の

申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土地

納税義務者（第５号及び第４項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法

第349条の３の３第１項に規定する被災年度（第３

号及び第78条の２において「被災年度」という。）

の翌年度又は翌々年度（法第349条の３の３第１項

に規定する避難の指示等（第78条の２において「避

難の指示等」という。）が行われた場合において、

法第349条の３の３第１項に規定する避難等解除

日（以下この項及び第78条の２において「避難等

解除日」という。）の属する年が法第349条の３の

３第１項に規定する被災年（第78条の２において

「被災年」という。）の翌年以後の年であるとき

は、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属

する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期

日とする年度までの各年度）の初日の属する年の

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、

かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付し

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共用

土地（以下この項及び次項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の

申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土地

納税義務者（第５号及び第４項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法

第349条の３の３第１項に規定する被災年度（第３

号及び第78条の２において「被災年度」という。）

の翌年度又は翌々年度（法第349条の３の３第１項

に規定する避難の指示等（第78条の２において「避

難の指示等」という。）が行われた場合において、

法第349条の３の３第１項に規定する避難等解除

日（以下この項及び第78条の２において「避難等

解除日」という。）の属する年が法第349条の３の

３第１項に規定する被災年（第78条の２において

「被災年」という。）の翌年以後の年であるとき

は、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属

する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期

日とする年度までの各年度）の初日の属する年の

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、

かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付し
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た申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

た申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号 

(１) 代表者の住所及び氏名 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

  

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第76条 略 第76条 略 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限前７日までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、その減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限前７日までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、その減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

  

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告） 

第78条 賦課期日において、住宅用地を所有する者

は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続

き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき

事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の

属する年の１月31日までに次の各号に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

第78条 賦課期日において、住宅用地を所有する者

は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続

き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき

事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の

属する年の１月31日までに次の各号に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

(１) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(１) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告） 

第78条の２ 法第349条の３の３第１項（同条第２項

において準用する場合及び同条第３項（同条第４

項において準用する場合を含む。）の規定により

読み替えて適用される場合を含む。第５号及び次

項において同じ。）の規定の適用を受けようとす

る者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（避難の

指示等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、

当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する

年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日と

する年度までの各年度）の初日の属する年の１月

31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４

号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。 

第78条の２ 法第349条の３の３第１項（同条第２項

において準用する場合及び同条第３項（同条第４

項において準用する場合を含む。）の規定により

読み替えて適用される場合を含む。第５号及び次

項において同じ。）の規定の適用を受けようとす

る者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（避難の

指示等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、

当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する

年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日と

する年度までの各年度）の初日の属する年の１月

31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４

号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人 (１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに
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番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

並びに当該納税義務者が令第52条の13第１項第

３号から第５号まで又は第３項第３号から第５

号までに掲げる者である場合にあっては、同条

第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 

当該納税義務者が令第52条の13第１項第３号か

ら第５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しく

は第２号に掲げる者との関係 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免） 

第95条 略 第95条 略 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けよ

うとする者は、納期限前７日までに、当該軽自動

車等及び災害その他特別の事由があると特に認め

る軽自動車等（次条第１項に規定する軽自動車等

を除く。）について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けよ

うとする者は、納期限前７日までに、当該軽自動

車等及び災害その他特別の事由があると特に認め

る軽自動車等（次条第１項に規定する軽自動車等

を除く。）について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 軽自動車等及び災害その他特別の事由があ

ると特に認める軽自動車等（次条第１項に規定

する軽自動車等を除く。）の所有者等の住所又

は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事務

所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）

(２) 軽自動車等及び災害その他特別の事由があ

ると特に認める軽自動車等（次条第１項に規定

する軽自動車等を除く。）の所有者等の住所又

は氏名若しくは名称 

(３)～(８) 略 (３)～(８) 略 

３ 略 ３ 略 

  

（身体障がい者等に対する軽自動車税の減免） （身体障がい者等に対する軽自動車税の減免） 

第96条 略 第96条 略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限前７日までに、市長

に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）第15条の規定により交付された身体障害者手

帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）

第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けていないも

のにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、厚生労

働大臣の定めるところにより交付された療育手帳

（以下この項において「療育手帳」という。）又

は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和25年法律第123号）第45条の規定により交付され

た精神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路

交通法（昭和35年法律第105号）第92条の規定によ

り交付された身体障がい者又は身体障がい者等と

生計を一にする者若しくは身体障がい者等（身体

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限前７日までに、市長

に対して、身体障害者福祉法第15条の規定により

交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法

（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷

病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳

の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者

手帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところに

より交付された療育手帳（以下この項において「療

育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条

の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）及び道路交通法（昭和35年法律第105号）

第92条の規定により交付された身体障がい者又は

身体障がい者等と生計を一にする者若しくは身体

障がい者等（身体障がい者等のみで構成される世
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障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者の運転免許証（以下この項にお

いて「運転免許証」という。）を提示するととも

に、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付して、

提出しなければならない。 

帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証

（以下この項において「運転免許証」という。）

を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に減免を必要とする理由を証明する

書類を添付して、提出しなければならない。 

(１) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号

（個人番号を有しない者にあっては、氏名及び

住所）並びに減免を受ける者が身体障がい者等

と生計を一にする者である場合には、当該身体

障がい者等との関係 

(１) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免

を受ける者が身体障がい者等と生計を一にする

者である場合には、当該身体障がい者等との関

係 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

３～５ 略 ３～５ 略 

  

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第145条の３ 略 第145条の３ 略 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限前７日までに、次に掲

げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限前７日までに、次に掲

げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

３ 略 ３ 略 

  

附 則 附 則 

  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の３ 法附則第15条の６第１項又は第２項の

住宅について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

第10条の３ 法附則第15条の６第１項又は第２項の

住宅について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称。

以下この条において同じ。） 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

２ 法附則第15条の７第１項又は第２項の住宅につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則第７条第

２項に規定する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 法附則第15条の７第１項又は第２項の住宅につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第２項に規定する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項
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の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる

事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項

の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅

の建設に要する費用について令附則第12条第21項

第２号に規定する補助を受けている旨を証する書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。 

４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる

事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成13年法律第26号）第７条第１項

の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅

の建設に要する費用について令附則第12条第21項

第２号に規定する補助を受けている旨を証する書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に

規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に

規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住

宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住

宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)～(７) 略 (２)～(７) 略 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅
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又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第11項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第

７条又は同法附則第３条第１項の規定による報告

の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条

第24項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第11項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第

７条又は同法附則第３条第１項の規定による報告

の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条

第24項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

  

 

（倉吉市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正） 

第２条 倉吉市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例（平成20年倉吉市

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（課税免除の届出等） （課税免除の届出等） 

第３条 前条の規定による課税免除を受けようとす

る者は、当該課税免除を受けようとする年度の初

日の属する年の１月１日現在における当該課税免

除の対象となる固定資産について、次に掲げる事

項を記載した届出書を同月31日までに市長に提出

しなければならない。 

第３条 前条の規定による課税免除を受けようとす

る者は、当該課税免除を受けようとする年度の初

日の属する年の１月１日現在における当該課税免

除の対象となる固定資産について、次に掲げる事

項を記載した届出書を同月31日までに市長に提出

しなければならない。 

(１) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）第２条第５項に規定する個人番号をい

う。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人

番号をいう。） 

(１) 所有者の住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

２ 略 ２ 略 

  

 

（倉吉市入湯税条例の一部改正） 
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第３条 倉吉市入湯税条例（平成17年倉吉市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第10条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開

始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申

告しなければならない。申告した事項に変更があ

った場合においては、直ちにその旨を申告しなけ

ればならない。 

第10条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開

始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申

告しなければならない。申告した事項に変更があ

った場合においては、直ちにその旨を申告しなけ

ればならない。 

(１) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、

氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は

法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい

う。以下同じ。）（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所又は事務所若しくは

事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(１) 住所及び氏名又は名称 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

  

 

（倉吉市国民健康保険条例の一部改正） 

第４条 倉吉市国民健康保険条例（昭和63年倉吉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部

分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（徴収猶予） （徴収猶予） 

第25条 略 第25条 略 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明

すべき書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明

すべき書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

(１) 氏名、住所及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５

項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

(１) 氏名及び住所 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

  

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第26条 略 第26条 略 

２ 前項（同項第２号を除く。）の規定によって保

険料の減免を受けようとする者は、納期限前７日

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

２ 前項（同項第２号を除く。）の規定によって保

険料の減免を受けようとする者は、納期限前７日

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 
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(１) 氏名、住所及び個人番号 (１) 氏名及び住所 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項第２号の規定による保険料の減免を受け

ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出

書に、同号に掲げる者のいずれかに該当すること

を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長は、届け出られるべき事

項を公簿等によって確認することができるとき

は、当該届出を省略させることができる。 

４ 第１項第２号の規定による保険料の減免を受け

ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出

書に、同号に掲げる者のいずれかに該当すること

を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長は、届け出られるべき事

項を公簿等によって確認することができるとき

は、当該届出を省略させることができる。 

(１) 氏名、住所及び個人番号 (１) 氏名及び住所 

(２) 略 (２) 略 

５ 略 ５ 略 

  

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出） 

第27条の２ 特例対象被保険者等の属する世帯の世

帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長

に提出しなければならない。 

第27条の２ 特例対象被保険者等の属する世帯の世

帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長

に提出しなければならない。 

(１) 氏名、住所及び個人番号 (１) 氏名及び住所 

(２) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号 (２) 特例対象被保険者等の氏名 

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略 

２ 略 ２ 略 

  

 

（倉吉市介護保険条例の一部改正） 

第５条 倉吉市介護保険条例（平成12年倉吉市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（保険料の徴収猶予） （保険料の徴収猶予） 

第８条 略 第８条 略 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明す

る書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明す

る書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計

を主として維持する者の氏名、住所及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第２条第５項に規定する個人番号をい

い、当該申請書を提出する者の同項に規定する

個人番号に限る。以下同じ。） 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計

を主として維持する者の氏名及び住所 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

  

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第９条 略 第９条 略 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免

を受けようとする理由を証明する書類を添付し

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免

を受けようとする理由を証明する書類を添付し

19



て、市長に提出しなければならない。 て、市長に提出しなければならない。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計

を主として維持する者の氏名、住所及び個人番

号 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計

を主として維持する者の氏名及び住所 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

３ 略 ３ 略 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年１月１日から施行し、同日以後の申告、申請、申出又は届出について適用する。 
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議案第８８号 
 
   財産の無償譲渡について 
 
 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 
 
  平成２７年１１月３０日提出 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
 
 
１ 譲渡の目的    同和対策事業により整備した農業用施設について、地元自治公民館に譲渡す

ることにより、市行政の一層の効率化を推進するため。 
２ 財産の種類    別表のとおり 
３ 所 在 地    別表のとおり 
４ 数   量    別表のとおり 
５ 評 価 額    別表のとおり 
６ 譲渡の相手方   別表のとおり 
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別表 

名 称 財産の種類 所在地 数 量 評価額 譲渡の相手方 

中河原２共同集荷所 
建物 

鉄骨造２階建 

倉吉市小鴨

569番２ 
208.67㎡ 2,328,177円 

中河原２ 

自治公民館 

館長 森 康雄 

中河原２農機具保管

施設兼油庫 

建物 

鉄骨造平屋 

倉吉市小鴨

568番４ 
44.00㎡ 701,441円 

中河原２ 

自治公民館 

館長 森 康雄 

中河原２共同作業所

（籾殻収集施設） 

建物 

鉄骨造２階建 

倉吉市小鴨

568番４ 
34.94㎡ 471,626円 

中河原２ 

自治公民館 

館長 森 康雄 

天神野共同作業所

（籾殻収集施設） 

建物 

鉄骨造２階建 

倉吉市小鴨

1200番９ 
34.94㎡ 498,240円 

天神野 

自治公民館 

館長 宮脇 久翁 
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陳情第 １６ 号

名護市辺野古への新基地建設凍結と地方自治の尊重、国民的議論の推進を

日本政府に求める意見書提出について

１ 提 出 者 反核・平和の火リレー鳥取県実行委員会

実行委員長 田中 修一

２ 受理年月日 平成２７年 ９月２４日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２７年１１月３０日

倉吉市議会議長  高 田 周 儀

陳1



陳2



陳3



A 



 

陳情第 １７ 号 

 

   議会本会議・常任委員会・会議録等のネット放映・閲覧等について 

 

１  提 出 者   足羽 佑太 

 

２  受理年月日   平成２７年１０月 ５日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２７年１１月３０日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 

陳4



陳5



陳6



A 



 

陳情第 １８ 号 

 

   沖縄の米軍普天間飛行場代替施設建設の早期実現、沖縄米軍基地の整理縮小 

及び負担軽減を求める意見書提出について 

 

１  提 出 者   名護市議会議員 

宮城 安秀 ほか１０名 

 

２  受理年月日   平成２７年１１月１３日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２７年１１月３０日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 

 

陳7



陳8



陳9


	01_表紙
	02_H2712月定例会・会期
	03_H2712月定例会・出席を求めた者の報告
	04_目次
	07_報告第7号（専決第8号（損害賠償の額の決定））
	08_報告第8号（新型インフル行動計画）
	86-87_条例鑑
	88_財産の減額譲渡
	陳16-18_議案書原稿 請願・陳情 H27.12



